
納税通知書(表)の見方
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お問合せ先：府中市保険年金課
Tel 042 -335 -4055 （自動音声案内を導入しています）

◎お問合せの際は、
この被保険者番号を
お伝えください。

納付いただくのは、
更正(変更)後の税額
です。
※納付済み額も含ま
れます。

普通徴収とは？
｢納付書｣または｢口座
振替｣による納付方法
特別徴収とは？
「年金からの天引き」
による納付方法

口座振替を登録して
いる方のみ、表示さ
れます。
登録口座に間違いが
ないかご確認くださ
い。

◎口座情報のお問合せ
府中市納税課
Tel 042 -335 -4449(直通)

税額の変更該当者と
変更理由を確認でき
ます。

１ 変更前後の税額 税額変更前後の税額とその差額

２
普通徴収での

納税について

普通徴収の期別ごとの税額・納期限を表示
※１か月あたりの金額とは異なります。

口座振替の場合、納期限日に引き落とし
「今回納付額」は未納分を含めた最新の納付額

３
特別徴収での

納税について

特別徴収の月ごとの税額 を表示
徴収額の表示がない場合、年金から の天引きはなし
「今回納付額」は未納分を含めた最新の納付額

４ 振替口座

口座振替が登録されている 場合にのみ、 表示
※登録口座から世帯の国保加入者全員分一括引き落とし
※世帯主変更がないかぎり、国保加入者に変更があった場合でも登録口座
からの引き落としは継続します

５ 特別徴収に関する情報 徴収方法が特別徴収の場合にのみ、表示
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１

40歳から 64歳までの
方が対象

納税通知書(裏)の見方 お問合せ先：府中市保険年金課
Tel 042 -335 -4055 （自動音声案内を導入しています）

所得税額の基礎額とは？
前年の総所得金額等－
基礎控除（ 43万円）

18歳未満の方は、
均等割が全額軽減

１

今年度分の税額

※医療分・支援金分

介護分・子ども分別

(い) １年分の税額内訳（医療分 ＋支援金分＋介護納分＋子ども分）
(ろ ) 軽減制度が適用された場合 の軽減額
(は) そのほか、軽減や調整等の額

・算出区分ごとに上限税額を超過している場合の超過額
・加入月数が 12か月未満の場合の月割り調整額 ＆ 100円未満の端数切捨額

２ 変更前後の税額 更正(変更)前後の税額とその差額

要注意ポイント

支援金分

介護分

子ども分

QR
コード詳細は

こちら →

医療分
算出額：世帯内の国保加入者について、

年度途中で脱退者がいる場合、
年度の最終加入者の状況で算定

増減調整額：年度途中の脱退者の
調整分を含む
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